
会 議 録 令和６年１月５日作成 令和９年３月末日廃棄

会議名 京都府八幡警察署協議会（令和５年度第３回）

開催日 令和５年12月12日（火曜日）

時 間 午後１時30分から午後２時35分までの間（65分）

場 所 京都府八幡警察署

神道副会長、坂口委員、嵓委員、上村委員、松浦委員、溝口委員、

圓委員、山本委員

出席者
（欠席 石川会長） 計８人

署長、副署長、会計課長、警務課長、生活安全課長、地域課長、

刑事課長、交通課長、警備課長、広聴相談係長 計10人

諮 問 交番活動と地域との連携について

事 項 交番で勤務する若手警察官の活動状況について

１ 副会長挨拶 司会 副会長

２ 署長挨拶

３ 協議

(1) 諮問事項説明

ア 交番活動と地域との連携について～地域課長

イ 交番で勤務する若手警察官の活動状況について～地域課員

(2) 諮問事項に対する質疑等

会 議 ア 通学路の安全対策への取組に関する質疑

内 容 【委員】地域で、朝夕通学路で子ども見守り活動を行っている。

見守りをしている道路は速度規制がなく、いつも同じ自動車が猛ス

ピードで通行するため、その車を停止させ、運転手に「スピードを落

としてください。」と注意したことがある。

そこで、速度規制がない道路で車は何キロまで速度が出せるのか。

また、私人が走行する車に停車を求め、運転手に注意を与えること

は許されるものか伺いたい。

【警察】一般道路で速度規制が行われていない場合、法定により最高速度は

時速60キロメートルとされている。



しかし、ドライバーは時速60キロメートルを出して走行して良いと

いうものではなく、現場の道路状況に応じた速度と方法で走行し、子

どもたちが通行しているなら速度を落とすなど、事故がないよう安全

に走行する義務がある。

速度規制が必要との意見・要望等があれば、現場調査等を行い必要

性を判断し対応することとなる。

また、見守り活動中の通行車両への声掛けは、相手が応じてくれる

範囲であれば問題はないと思われるが、ドライバーの中には通勤など

で急いでおり声掛けに応じなかったり、停止を求める際の交通事故な

ど、些細なことからトラブルに発展する可能性があるため、決して無

理な声掛けは行わず、もし危険な運転をする車両を見掛けた際には、

警察に車両ナンバー等の通報をお願いする。

イ 警察への通報に関する質疑

【委員】先日、迷惑行為があり近くの交番へ電話連絡すると不在で、１１０

番通報を行い、15分から20分後に警察官が現場に来てくれた。

１１０番通報を行った場合、どのような仕組みで現場に警察官が来

てくれるのか伺いたい。

会 議 【警察】府下全体の１１０番通報は、すべて警察本部の１１０番指令センタ

内 容 ーにつながり、指令センターで事案内容をお聞きする。その事案内容

は警察署などとつながっている指令モニターに表示され、各警察署や

警ら中のパトカー等へ無線で通報される。

警察署では通報を受けた指令室勤務員が、警ら中のパトカーや交番

勤務員へ無線や電話により現場急行の指令を行う。

現場臨場に当たっては、緊急性により、パトカーは赤色灯を点灯、

サイレンを吹鳴し、緊急走行により向かう。

受持ち交番勤務員が他事案の取扱い中である場合など、他の交番か

ら現場急行することもある。その際、事案によっては現場臨場に若干

時間を要することがある。

ウ 巡回連絡に関する質疑

【委員】巡回連絡は、全家庭を訪問するのか。

【警察】全家庭とともに、各企業やスーパー、コンビニ、学校等全てを対象

に訪問をさせていただいている。

【委員】１年で全家庭を訪問するのは大変ではないか。

【警察】１年で訪問させていただくのが理想であるが、巡回連絡中にも事件

や事故への対応もあり、訪問できない御家庭もある。

しかし、全家庭を訪問し防犯指導や、困り事や相談をお伺いするた

め、巡回連絡の時間確保に努め、これからも地道に巡回連絡を進めて



いく。

エ 巡回連絡時の声掛けに関する質疑

【委員】農家の多い地域に住んでいるが、町内の防犯意識が低く、自転車に

は鍵がかかっておらず、少しの外出時には自宅の鍵も掛けない家庭も

多い。

また、お年寄りの多い地域であり、巡回連絡で各家庭を訪問される

際には、犯罪防止のために戸締り等の声掛けをお願いしたい。

会 議 【警察】委員より御意見をいただいている地域は、以前は駐在所が受け持っ

内 容 ており、住民の方が鍵を掛けないというのは、平和であった証とも思

われる。しかし、時代とともに治安情勢も大きく変化しており、委員

の御意見も踏まえ、今後も訪問時には積極的な声掛けに努め、更にあ

らゆる機会を通じ防犯意識の向上に努めていく。

４ 事務連絡

次回は来年２月の開催を予定しており、会長と協議して日程等調整し、

議題とともに後日通知を行う。

以上



第３回京都府八幡警察署協議会の開催状況


